
時間：令和４年１２月１日（木）
午後５時～

場所：鳥取県災害対策本部室
（県庁第二庁舎３階）

高病原性鳥インフルエンザ
防疫対策本部会議（第３回）
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１ 県の対応状況

２ 国の対応状況

３ 県の今後の対応

４ 県民の皆様へのメッセージ

会議内 容



１ 発生農場の防疫措置
１２月１日（木） ５時 開始

（発生農場防疫措置終了まで２４時間体制で実施)
２ 対応状況（１６時現在の殺処分進捗状況）
（１）殺処分羽数 １８，１６０羽／１１０，０００羽（１６．５％）
（２）県職員等延動員数 約１９５名 ※自衛隊への災害派遣を要請（１２／１ ５：００）

（３）自衛隊の災害派遣（12/1 ５時要請、約３００名態勢）
＜指揮部門、後方支援、実働部隊を含めると約３００名＞

（４）殺処分後、鶏死体及び汚染物品用を密ペール缶に入れて
焼却予定防疫措置終了まで３交代制の２４時間体制で実施

（５）殺処分終了見込 令和４年１２月３日（土）１３時頃

農場防疫措置終了見込 令和４年１２月５日（月）５時頃

１ 県の対応状況（防疫措置他）



動員者の健康観察他

※保健師による健康調査を受け（体調の状況によっては医
師の診察を受け）、農場内作業を控えるよう助言があった場
合は、配属された係のリーダーに報告し、指示に従うこととし
ている（集合施設や防疫基地での業務を担当している）。

※作業終了後、タミフル投与によりインフルエンザ予防を行
うなど万全な体制での作業実施

※作業従事後に精神的なストレスを感じた場合は、職員支
援課「心の健康相談電話」等で相談に応じることとしている



２ 国の対応状況（疫学調査チームの調査）

※動物衛生研究部門、日本獣医生命大学、鳥取大学、農林
水産省職員で構成する調査チームが以下の５項目について
発生地を調査（１２／１に来鳥して調査）

＜調査５項目＞
１ 農場の周辺環境・農場概況
２ 通報までの経緯
３ 管理人及び従業員の対応状況
４農場の飼養衛生管理の徹底状況
５野鳥・野生動物対策の徹底状況



県の今後の対応（応援体制と財政措置）

〇緊急的な防疫体制整備費40,000千円を11/30より執行

〇まん延防止対策として殺処分焼却経費・資材購入費等、

影響を受ける養鶏農家等への経営支援や風評被害対策と

しての情報発信費など、総合的な対策について検討

〇24時間３交替制の職員応援体制を構築済み
（12/1 5時～ 業務開始）

〇期間中(12/1早朝～12/5早朝)に延べ2,300人の県職員
が作業に従事（１日あたり約570人）

〇作業進捗や自衛隊・市町村等の応援状況に応じて柔軟に
体制を調整

全庁応援体制

緊急的な財政措置
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野鳥監視ステージ３以上に野鳥サーベイランスを強化

○野鳥監視
・環境省が野鳥監視重点区域（周囲10km圏内）を指定
→重点区域内では、毎日実施

・県内全域の渡り鳥が多く飛来する湖沼等では、２日に１回実施
・昨日と本日、県内全域で緊急的に監視を実施
→異常は確認されていない

○糞便・環境水調査
・鳥取大学共同獣医学科山口教授の協力を得て、渡り鳥が多く飛来する湖沼等
で糞便・環境水の調査を実施

鳥取県の対応（野鳥）

実施する条件 サーベイランス内容 監視地点数

野鳥監視ステージ1
(近隣国等での感染確認時）

野鳥監視（週1日）

糞便、水検査（月1回）

最大
３５地点

野鳥監視ステージ２
（国内で野鳥感染確認時)

野鳥監視の対象範囲拡大

糞便、水検査（月1回）

最大
７０地点

野鳥監視ステージ３
(県内野鳥・家きんの感染確認時）

野鳥監視 (重点区域は毎日、区域外は２日に１回）

糞便・水検査(重点区域、従来調査地点+養鶏場に近い
飛来数の多い地点を追加）

最大
７０地点
＋重点区域
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○関係機関等と連携を図り、正確な情報提供を実施

○ホームページ等でも、食の安全についての相談窓口を周知し、県民からの相談に対応

〇県ホームページ「とりネット」の鳥インフルエンザの特設サイトにより、家きん、野鳥、愛玩
鳥について総合的に情報提供 ⇒トップページの注目情報にもリンクを掲載

＜鳥取県ホームページ「とりネット」＞

県民への情報提供



県内の鶏卵の流通量への影響等

〇県内で流通する多くの鶏卵は、GPセンターに集約され、洗浄・選
別・包装の後、スーパーに出荷される。
（鶏卵の県内流通量 月約800トン 県内産30% 県外産70%)

◆GPセンターへの聞き取り
・出荷量には今のところ影響は出ていない。
・今回の養鶏場の卵を扱うGPセンターでも不足分は県外産で確保
できそうな見込み。

※価格は、市場として品薄になれば上がると思う。

(例年12月は、クリスマス等もあり、価格は上昇傾向にある)

◆県内の主なスーパーへの聞き取り
・仕入量については、確保できそうな見込み。
・価格への影響は、今のところ出ていない。

卵の販売状況には、今のところ大きな影響はありません。

引き続き市場状況の調査を継続します。



■野鳥、愛玩鳥に関する相談窓口

緑豊かな自然課（野鳥） ０８５７－２６－７９７９ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

くらしの安心推進課（愛玩鳥） ０８５７－２６－７８７７ （ 〃 ）

中部総合事務所環境建築局 ０８５８－２３－３１４９ （夜間休日 ０８５８－２２－８１４１）

西部総合事務所環境建築局 ０８５９－３１－９６２８ （夜間休日 ０８５９－３４－６２１１）

■生産者の皆さんの相談窓口

鳥取家畜保健衛生所 ０８５７－５３－２２４０ （夜間休日は転送）

倉吉家畜保健衛生所 ０８５８－２６－３３４１ （ 〃 ）

西部家畜保健衛生所 ０８５９－６２－０１４０ （ 〃 ）

■食の安全に関する相談窓口

鳥取市保健所 生活安全課 ０８５７－３０－８５５２ （夜間休日 ０８５７－２２－８１１１）

中部総合事務所倉吉保健所 ０８５８－２３－３１１７ （夜間休日は転送）

西部総合事務所米子保健所 ０８５９－３１－９３２１ （夜間休日 ０８５９－３４－６２１１）

■人の健康に関する相談窓口

鳥取市保健所 保健医療課 ０８５７－３０－８５３２ （ガイダンス等により２４時間対応可）

中部総合事務所倉吉保健所 ０８５８－２３－３１４５ （ 〃 ）

西部総合事務所米子保健所 ０８５９－３１－９３１７ （ 〃 ）

■平日夜間、休日、祝日相談窓口

防災当直 ０８５７－２６－８１００
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相談窓口 (24時間対応しています。）
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■家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフ
ルエンザウイルスが人に感染することは世界的に報
告されていません。

■現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれ
があることなどから厳に慎むよう御協力をお願いい
たします。特に報道関係者の皆様におかれましては、
農場へ立ち入るような取材は防疫上ご遠慮ください。

■迅速で正確な情報提供を行ってまいりますので、根
拠のない噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いします。

鳥インフルエンザに関する御相談については、各対応窓口まで御連絡ください。

県民の皆様へのメッセージ
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県民の皆様へのメッセージ

※鳥取の鶏肉・鶏卵は安心して食べることができます！
※根拠のない噂などにより混乱しないでください！


